
西粟倉村農業委員会議事録 

 

１．開催日時 令和 ３年 ７月２０日（火） 午後７：１７～ ７：４２ 

 

２．開催場所 あわくら会館東３東４ 

 

３．出席者 

農業委員 事務局 

○ 青木英隆 

○ 萩原眞壽雄 

○ 上山光重 

○ 髙木宣美 

○ 神原秀吾 

○ 政久剛志   欠 

○ 井上 誠 

○ 春名光博   欠 

○ 新田 茂 

○ 春名昌美 

○ 田中裕之   欠 

○ 小椋義宣 

事務局長  萩原 勇一 

事務員   萩原 眞幸光 

 

 

４．議事日程 

・ 議事録署名委員の選出 

・ 議案第 1 号 基盤強化法第 19 条 

・ 議案第 2 号 農地法第４条 

・ 報告第 1 号 農地法第３条の３ 

 

５．議決事項 

・議案第１号  許可・不許可 

・議案第２号  許可・不許可 

 

 

  



６．内容 

事務局長 それでは、７月の農業委員会を始めさせて頂きたいと思います。会長よろしくお願

いします。 

会長 なんとかギリギリ間に合いました。議題にそって審議していきたいと思いますので

よろしくお願いします。 

まず、今回の議事録署名委員の指名をします。今回は、議席番号９番の新田委員と

10 番の春名昌美委員にお願いします。 

それでは、事務局から説明をよろしくお願いします。 

事務局 失礼します。 

新型コロナウィルスの感染防止に伴い、議案の読み上げを省略する等の議事の一部

を簡略化して進めて参りたいと思いますのでご了承ください。 

では、資料２ページ目をお願いします。 

事務局 
議案第１号 

基盤強化法第１９条（農業経営基盤強化促進法）に係る利用権の設定についてです。

今回、１件の申請がありました。うち新規の設定が１件、再設定が０件となります。

 

■申請番号 2-13 番（使用貸借） １筆 

利用権の設定をうける者 西粟倉村大字影石 276 番地 萩原眞壽雄 氏 

利用権の設定をする者 西粟倉村大字影石 541 番地 尾関 仲代 氏 

 

各申請の申請書類と利用権設定する土地の地積図を３～４ページに添付してお

りますのでご確認ください。 以上で説明を終わります。 

会長 第１号議案について、何かありますでしょうか。 

（意見聴衆） 

新規ってことかな。ええんじゃな。 

 

終わりの日付が７月３１日になって、まだ稲がうわっとるで、８月３１日か９月３０日の方がえ

えんじゃないかと。 

 

変えれるなら変えとく方が内容が水稲じゃで。５年後の。 

 

令和８年の７月３１日になっとるんじゃけど。 

 

尾関さんとの話で一応これって聞いておったので、しておられると思うのですが、仲代さんとの

話合いで変えるのであれば出来ると思います。そこの話合いが出来ているのであれば、この場で

の訂正が出来ると思います。 

 



じゃでここでは。 

 

尾関さんとの話し合いで 

 

オッケーしてもろうたら。 

 

わかりました。 

 

実際は８月ですか。９月ですか。 

 

９月末じゃな。 

 

８月はまだ出来てないかもじゃでな。 

 

では、双方の同意をいただくとして、９月３０日でよろしければ、この場で決議をお願いします。

 

変えたらえんじゃない。 

 

話合いの上で。 

 

後ほど事務局連絡を頂くと言うことで。 

 

会長 他に無いようでしたら、第１号議案についてはご承認いただきました。 

次に、第２号議案について、事務局から説明をお願いします。 

事務局 
議案第２号 Ｐ５ 

農地法第４条に係る転用の案件です。 

 

■申請番号１５番 ２筆 

申請人 西粟倉村大字大茅 380 番地 3 金田 豊治 氏 

本件は、墓地を移転するための申請です。詳細は、６～15 ページに添付しておりま

すのでご確認ください。 以上で説明を終わります。 

会長 第２号議案について、何かありますでしょうか。 

（意見聴衆） 

佐々木のはどうなってますか。今、墓地をこさえて、一時やめて、中断ということになったので

すか。 

 

詳細はあまりわからないのですが、隣地境界っていう境界の協議中って事です。 

 

結構年数立つ。 

 

災害の時じゃったで。 



 

あれより前じゃ。３年越しになるで、どうなったんかな。思うて。あれも腹が立つ。勝手につつ

いといて、同級生じゃで、悪く言えんけど。 

 

早めに上山委員に気がついてもらって、良かったのですが、本人も農地という認識が無かったよ

うで。 

 

本人いわく、もう雑種地にしとる思うたらしいは。よう聞いてみたら農地だったらしくて。 

 

そうだったんじゃ。 

 

本人が知らんかっただけで、申し訳なかったなーとはきいとる。 

 

容二さんのとなりじゃで、ついでになっとるもんじゃと。思っとったんじゃと思う。一応それな

りの人じゃで、それぐらいは役場に聞いてもええと思うは。つつく前に。 

 

会長 他に無いようでしたら、第２号議案についてはご承認いただきました。 

次に、報告事項第１号について、事務局から説明願います。 

事務局 
■報告事項第１号 

P16 をご覧下さい。 

農地法第３条の３の規定による届出についてです。 

１件の届出がありました。 

 

■報告番号 14 番  25 筆 

相続人 西粟倉村大字長尾 1688 番地  白岩 壮一 氏 

 

詳細は、18～23 ページになります。 

 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

会長 
事務局からの報告が終わりました。何かありますでしょうか。 

（意見聴衆） 

特になし 

会長 他に無いようでしたら、事務局からその他ありますでしょうか。 

事務局 
① 村に対する要請書についてです。事前に、会長と会長代理にご確認いただいた

ものをお配りしております。この内容で進めさせていただきたいと思います。 

 

② 前回宿題となっておりました、水利組合承諾書の差し替え分をお配りしていま

す。よろしくお願いします。 

 



③農地パトロールについて、お願い文と地図をお配りしています。今年度から、急

遽、調査内容が変わり、少し細かく現地を確認することとなりました。また、前

回見ていただいて色を塗っているところがあります。紫色が 1 号遊休農地、ピン

ク色が 2 号遊休農地、ねずみ色がその他で荒廃農地Ｂ分類など既に農地とみなさ

れないようなものです。黄土色が遊休農地ではない農地としています。誤りがあ

れば訂正をお願いします。なお、提出期限は 9 月の農業委員会までにお願いでき

ればと思います。よろしくお願いします。 

 

会長 以上よろしいでしょうか。 

無いようでしたら以上で、議事を終了します。事務局にお返しします。 

事務局 
お疲れさまでした。 

それでは、閉会の辞を会長代理お願いします。 

 

会長代理 今日は大変迷惑をかけましてすみませんでした。日にちの間違いでした。今日も

大変日中も暑く伸びるような日だったので、みなさんこれから体に気をつけて、仕

事にはげんでください。 

 

 

 

   年   月   日 
 

議事録署名委員                
 
 

議事録署名委員                

 

 


